
小牧市男女共同参画普及員配置のお願い

市では、各行政区に「小牧市男女共同参画普及員」
の配置にご協力をお願いしています。
普及員は、地域や家庭における男女共同参画社

会を推進するための活動をします。
研修会への参加や、男女共同参画に関する講座

の企画・実施が主な活動内容です。
▶ 活動事例
・ 男女共同参画に関する紙芝居とかるた取りの出
前講座を開催。

・ 男性が料理をするきっかけ作りとして、料理教
室を開催。

・ 男女共同参画のチラシを回覧。
人数　各行政区に男性１人・女性１人
任期　１年（４月１日～令和３年３月 31日）
申込み　区長が推薦状に必要事項を記入し、郵送
または直接まなび創造館
謝礼　活動１回につき 500円。（年間５回まで）

まなび創造館（☎ 71‐9848）

国民年金保険料の控除証明書

国民年金保険料は、納付した全額が所得税・住
民税の社会保険料控除の対象になります。所得の
申告をする際には、平成 31年 1月 1日から令和
元年 12月 31日までの間に納付した国民年金保険
料を証明する書類の添付が必要です。平成 31 年
1 月 1 日から 9 月 30 日に納付された方には、
令和元年 11月上旬に「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が日本年金機構から送付されて
います。
なお、令和元年 10 月 1日以降に初めて納付さ

れた場合の「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」は、2月上旬に送付されます。
確定申告の手続きの際は必ずこの証明書または

領収書が必要となりますので、申告を行うまで大
切に保管してください。
※ 2年前納分の保険料を分割して控除することを希
望される場合は、日本年金機構ホームページをご覧
いただくか、年金事務所にお問い合わせください。

名古屋北年金事務所（☎ 052‐912‐1246）
保険年金課（☎ 76‐1124）

小牧市消費生活センター
（☎ 76 ‐ 1119）月～金曜日  ※閉庁日を除く
午前 10時～正午、　午後１時～４時 30分

消費者庁　消費者ホットライン　１８８
イメージキャラクター　イヤヤン
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こまき市民文化財団事務局・
こまなびサロン移転のお知らせ

現在、市民会館内の１階こまき市民文化財団事務
局と４階こまなびサロンが、１月２８日㈫から３階に移
転し、新しくなります。　
皆さんのお越しを心よりお待ちしております。

こまき市民文化財団（☎ 71‐9711）
2月は、「相続登記はお済みですか月間」
司法書士による無料相談会

土地や建物の相続に関すること。
相談員　愛知県司法書士会　会員
とき　２月１日㈯午前１０時から午後３時まで
ところ　ふらっとみなみ２階　小会議室

愛知県司法書士会（☎ 052‐683‐6683）

償却資産の申告はお済みですか？

償却資産の申告がまだお済みでない方は、期限
までに申告をお願いします。
申告期限　　１月３１日㈮
申告受付　　資産税課（市役所本庁舎２階）

資産税課（☎ 76‐1115）
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市からの
　お知らせ

就学援助制度

市では、学校の学習に必要な費用の支払いが困
難なご家庭の保護者に対して、経済的負担を軽減
するために、学用品費・給食費・修学旅行費などの
援助を行う制度を設けています。詳しくは、学校教
育課または各小中学校にお尋ねください。

学校教育課（☎ 76‐1165）

農用地利用計画変更申出 (農振
除外申出 )の受付を再開します

農業振興地域整備計画の見直しに伴い、農用地
利用計画変更申出（農振除外申出 ) の受付を停止
していましたが、下記のとおり再開します。
分家住宅等で農振除外申出を希望される方は手
続きをしてください。

　なお、受付は２月、５月、８月、１１月の年４回です。
（随時事前相談を行っています。）

農政課（☎ 76‐1132）

農用地利用計画変更申出
（農振除外）

２月分受付期間
２月 10日㈪まで

マイナンバーカード出張申請受付

期間限定 市民病院の特設スペースでマイナンバー
カードの申請をお手伝いします ！
３月から市民病院でマイナンバーカードが診察券
として利用できるようになります。（詳細は後日広報掲
載）この機会にマイナンバーカードを申請しましょう！
※カードの作成には１カ月ほど時間がかかります。
とき　２月４日㈫～６日㈭午前１０時～午後 3時
ところ　市民病院２階総合受付前の特設スペース
対象　市内に住民登録のある方
持ち物
・ 本人確認書類（顔写真あり…１点／顔写真なし…
２点）

・ 通知カード
・ 住民基本台帳カード（お持ちの方）
・ 個人番号カード交付申請書

市民課（☎76‐1122）
１月分修理再生品

ご希望の方に有料でお渡しします。当選の際は防
犯登録料600円と自転車代金4,400円が必要とな
ります。
申込者多数の場合は、２月２日㈰午前10時からプ

ラザハウスで公開抽選を行います。
当選者へのみ郵送でお知らせしますが、当選後の
辞退はご遠慮願います。
修理再生品　自転車３台　　
対象　18歳以上で市内在住の方（１世帯１品）
申込み　１月31日㈮までに、所定の用紙でプラザハ
ウス、 ごみ政策課、東部・味岡・北里の各市民セ
ンターから申し込んでください。また必要事項をご
記入の上、メールで申し込むこともできます。詳し
くは市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

プラザハウス（☎78‐5016）
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市  民  課（☎ 76‐1122）、篠岡支所（☎ 79‐8008）
味岡支所（☎ 76‐2821）、北里支所（☎ 76‐2822）

マイナンバーカード申請サポート

市役所市民課・各支所では常時マイナンバーカー
ドの申請を受け付けています。平日午前９時～午後
４時３０分（正午から午後１時までを除く）
上記の持ち物を持参の上、ご来庁ください。
各支所での申請および市民課の日曜窓口での申請

は予約制です。
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小牧市水道事業ビジョン・経営戦略（案）

■ 意見募集の趣旨
近年、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験、

水道施設の老朽化など、水道事業を取り巻く環境の大
きな変化に対応することが求められるようになりました。
このような変化に対応し、今後も持続可能な水道とす
るため、小牧市水道事業では、目指す将来像や基本目
標、実現方策を定めるとともに、今後 10年間の投資
や財政の見通しなどをまとめた「小牧市水道事業ビジョ
ン・経営戦略」の策定を進めています。この計画（案）
について、市民の皆さんからの意見を募集します。
■ 提出方法
１月15日㈬から2月 13日㈭（必着）までに、所
定の用紙（閲覧場所または市ホームページに用意）に
住所、氏名、意見を記入し、郵送、FAX、メールまた
は直接上下水道経営課
■ 閲覧場所
市ホームページ、上下水道経営課（上水道管理セン
ター 2階）、情報公開コーナー（本庁舎 1階）、東部・
味岡・北里の各市民センター
※閉庁日・閉所日は市ホームページのみの閲覧となります。

上下水道経営課
（〒 485‐0814 古雅 4‐117 ☎ 79‐1305
79‐1239 suikeiei@city.komaki.lg.jp）

第2期小牧市子ども・子育て支援事業計画（案）

■ 意見募集の趣旨
本市では、より一層の子育て支援施策の充実に向け、

平成２７年度から平成３１年度の５年間を期間とする「小
牧市子ども・子育て支援事業計画」を策定し計画を実
施しています。現行計画が本年度で期間満了となるこ
とから、令和２年度から令和６年度までを計画期間とす
る第2期計画の策定を進めています。この第2期計画
（案）について、市民の皆さんからの意見を募集します。
■ 提出方法
１月１５日㈬から２月１３日㈭（必着）までに、所定の
用紙（閲覧場所または市ホームページに用意）に住所、
氏名、意見を記入し、郵送、ＦＡＸ、メールまたは直接
こども政策課
■ 閲覧場所
市ホームページ、こども政策課（本庁舎１階）、情報

公開コーナー（本庁舎１階）、東部・味岡・北里の各市
民センター、子育て世代包括支援センター、各児童館
※閉庁日・閉所日・閉館日は市ホームページのみの閲覧
となります。

こども政策課
（〒 485‐8650 住所不要 ☎ 76‐1129
76‐4595 kodomo@city.komaki.lg.jp）

第２次健康日本２１こまき計画
健康こまきいきいきプラン 後期計画（案）
■ 意見募集の趣旨
「第２次健康日本 21こまき計画　健康こまきいきい
きプラン」は、健康増進法に基づく市町村健康増進計
画として、平成 27年度から推進しています。策定か
ら5年目に当たる今年度に取組みの効果を確認する中
間評価を行い、その結果を踏まえ、令和 2年度から
令和 6年度までを計画期間とする「第 2次健康日本
２１こまき計画　健康こまきいきいきプラン後期計画」
の策定を進めています。この後期計画（案）について、
市民の皆さんからの意見を募集します。

保健センター
（〒485‐0044 常普請 1‐318 ☎ 75‐6471
75‐8545 hokensen@city.komaki.lg.jp）

■ 提出方法
1 月 15日㈬から2月13日㈭（必着）までに、所

定の用紙（閲覧場所または市ホームページに用意）に
住所、氏名、意見を記入し、郵送、ＦＡＸ、メールまた
は直接保健センター
■ 閲覧場所
市ホームページ、保健センター、情報公開コーナー

（本庁舎 1階）、東部・味岡・北里の各市民センター
※閉庁日・閉所日は市ホームページのみの閲覧となります。

パブリックコメント（意見募集）パブリックコメント（意見募集）

「在宅医療・介護連携サポートセンター」は、市医師会・小牧第一病院の協力のもと、小牧第一病院内に市が設置する相談窓口です。
詳しくは、地域包括ケア推進課（☎76‐1188）までお問い合わせください。

　「かかりつけ薬剤師」とは、病院で出しても
らうお薬や市販されているお薬、または、健
康について相談できる身近な薬剤師さんです。
　薬の量や種類が多くなることで、薬の管理
が難しくなることがあります。そんなときは、
いつも同じ薬局でかかりつけ薬剤師に相談し
ましょう。

知ってる？在宅医療

第5回
「かかりつけ薬剤師を持ちましょう」

●飲み方が分からない
●飲み忘れがたくさんある
●飲み合わせが気になる
　など分からないことは、
かかりつけ薬剤師に相談を連絡・問い合わせ連絡・問い合わせ

薬はいつも同じ
　　　薬剤師・薬局で！

かかりつけ薬剤師
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